
目

次

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
一
（
人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
二

○
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
九
（
任
期
付
職
員
の
採
用
等
）
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
三
（
失
業
者
の
退
職
手
当
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
〇
（
福
祉
業
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
九

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
三
（
衛
生
検
査
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一〇

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一〇

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
八
（
家
畜
診
療
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一一

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
六
（
用
地
買
収
交
渉
等
手
当
）
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一一

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
九
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一一

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一二

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七
（
公
害
等
調
査
手
当
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一二

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
三
三
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一二

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
五
九
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一四

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一四

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
六
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一六

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
七
〇
（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
）
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一七

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
四
（
放
射
線
取
扱
手
当
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一七

○
人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一七

○
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一七

青
森
県
報
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号
外
第
三
十
五
号

令
和
七
年三

月
三
十
一
日

（
月
曜
日
）



人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
一
（
人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
一
（
人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
二
―
三
一
（
人
事
委
員
会
事
務
専
決
代
決
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
第
二
号
中
「
休
暇
」
を
「
週
休
日
の
振
替
等
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
休
日
の
代
休
日

の
指
定
並
び
に
休
暇
及
び
部
分
休
業
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

事
務
局
長
及
び
次
長
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
第
二
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及

び
第
八
号
（
家
族
の
看
護
、
消
防
団
活
動
及
び
献
血
に
係
る
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に

関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

事
務
局
職
員
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
第
二
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
か
ら

第
八
号
（
家
族
の
看
護
、
消
防
団
活
動
及
び
献
血
に
係
る
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関

す
る
こ
と
を
除
く
。
）
ま
で
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
る
。

別
表
第
一
第
九
号
中
「
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
職
員
」
を
「
臨
時
的
任
用
職
員
」
に
改
め
、
同
号

を
同
表
第
十
号
と
す
る
。

別
表
第
一
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

事
務
局
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
採
用
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
第
四
号
を
削
り
、
同
表
第
三
号
中
「
休
暇
」
を
「
週
休
日
の
振
替
等
、
勤
務
時
間
の
割

振
り
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び
休
日
の
代
休
日
の
指
定
並
び
に
休
暇
及
び
部
分
休
業
」
に
改

め
、
同
号
を
同
表
第
四
号
と
し
、
同
表
第
二
号
中
「
時
間
外
勤
務
命
令
」
を
「
時
間
外
勤
務
及
び
休

日
勤
務
の
命
令
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
三
号
と
し
、
同
表
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。二

事
務
局
職
員
（
事
務
局
長
及
び
次
長
を
除
く
。
）
の
旅
行
命
令
及
び
旅
行
復
命
の
受
理
に
関

す
る
こ
と
。

別
表
第
二
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

事
務
局
職
員
（
事
務
局
長
及
び
次
長
を
除
く
。
）
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
第
二
条

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
八
号
（
家
族
の
看
護
、
消
防
団
活
動
及
び
献
血
に
係
る
職
務

に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
承
認
に
関
す

る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
九
（
任
期
付
職
員
の
採
用
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
九
（
任
期
付
職
員
の
採
用
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
九
（
任
期
付
職
員
の
採
用
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
項
並
び
に
」
を
削
る
。

第
四
条
中
「
特
定
任
期
付
職
員
（
」
及
び
「
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
五
条
の
前
の
見
出
し
並
び
に
同
条
及
び
第
六
条
を
削
り
、
第
七
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
八
条
中
「
同
規
則
」
を
「
規
則
七
―
三
九
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
六
条
」
に
、
「
同
規
則
」
を
「
規
則
七
―
三
九
」
に
改
め
、
同
条

を
第
七
条
と
し
、
第
十
条
を
第
八
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
及
び
第
五
条
第
一
項
」
を
「
、
第
五
条
第
一
項
（
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
号
⑶
中
「
よ
る
勤
務
」
を
「
基
づ
く
勤
務
時
間
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
又
は

中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
中
学
校
及
び
」
の
下

に
「
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
並
び
に
」
を
加
え
、
同
号
の
表
小
学
校
の
項
中
「
小
学
校
」
の
下

に
「
及
び
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
」
を
加
え
、
同
表
中
学
校
の
項
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
及

び
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
⑵
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育

学
校
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
三
（
失
業
者
の
退
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
三
（
失
業
者
の
退
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
三
（
失
業
者
の
退
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促
進
手
当

又
は
同
号
ロ
」
を
「
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
八
（
給
料
表
の
適
用
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
若
し
く
は
中
学
校
」
を

「
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

青
森
県
青
森
環
境
管
理
事
務
所

第
七
条
中
「
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
」
を
「
児
童
相
談
所
、
保
健
所
」
に
、
「
及
び
精
神

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
を
「
又
は
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
」
を
「
保
健
所
」
に
、
「
及
び
中
学
校
並
び

に
」
を
「
、
中
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
、
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
地
域
県
民
局
地
域
健
康

福
祉
部
、
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
」
を
「
保
健
所
」
に
改
め
、
「
食
肉
衛
生
検
査
所
」
の
下

に
「
、
家
畜
保
健
衛
生
所
」
を
加
え
る
。

第
九
条
中
「
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
」
を
「
児
童
相
談
所
、
保
健
所
」
に
、
「
及
び
精
神
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保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
新
幹
線
鉄
道
等
の
特
別
急
行
列
車
、
高
速
自
動
車
国
道
そ
の
他
の
交
通
機
関
等
（
以

下
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
い
う
。
）
及
び
橋
等
」
を
「
条
例
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄

道
等
（
以
下
「
新
幹
線
鉄
道
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
以
下
「
」
を
「
次
項
及
び
第
八
条
の
四
第
二
号
に
お
い
て
「
」
に
改
め
、
同

項
第
一
号
イ
中
「
第
十
条
第
八
項
」
を
「
第
十
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
四
第
一
号
中
「
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
（
第
十

条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担

す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
運
賃
等
相
当
額
に
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

た
そ
の
者
の
支
給
単
位
期
間
の
通
勤
に
要
す
る
特
別
料
金
等
の
額
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
を

支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
。
以
下
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
」
と
い

う
。
）
及
び
同
項
第
二
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
通

勤
手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
当
該
合
計
額
か
ら
五
万

五
千
円
を
減
じ
た
額
の
二
分
の
一
の
額
（
そ
の
額
が
二
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
万
円
）
を
五
万

五
千
円
に
加
算
し
た
額
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二

号
中
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
（
二
以
上
の
普
通
交
通
機
関
等
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
を

利
用
す
る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
」
を
「
運
賃
等
相
当
額
を
そ
の

支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
普
通
交
通
機
関
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
」

に
、
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
等
」
を
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
」
に
改

め
、
同
条
第
三
号
中
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
等
」
を
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相

当
額
等
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
を
削
る
。

第
十
条
中
「
第
十
条
第
四
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
あ
る
も
の
」
の
下
に
「
（
新

幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
よ
り
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条

削
除

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
に
係
る
特
別
料
金
等
相
当
額
」
を
「
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係

る
通
勤
手
当
の
額
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
条
例
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
別
料
金
等
の

額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
」
を
「
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に

係
る
特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
条
及
び
」
を
削
り
、

「
特
別
料
金
等
相
当
額
」
を
「
条
例
第
十
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
料
金
等
相
当
額
（
第

十
九
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
「
特
別
料
金
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
、
第
八
条
」
を

「
、
同
条
」
に
改
め
、
「
の
額
に
相
当
す
る
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
七
条
の
規
定
は
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
に
係
る
通
勤
手
当
の
額
の
算

出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
四
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
四
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

削
除

第
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
第
四
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
当
該

各
号
」
を
「
同
項
」
に
、
「
こ
の
条
及
び
」
を
「
こ
の
条
、
第
二
十
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
離
職
し
」
を
「
離
職
（
職
員
が
離
職
の
日
又
は
そ
の
翌
日
（
当
該
翌
日

が
青
森
県
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
県
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
当
該
翌
日
後
に
お
い
て
当
該
翌
日
に
最
も
近
い
県
の
休
日
で
な

い
日
を
含
む
。
）
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
離
職
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
を
し
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

条
例
第
十
条
第
五
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
通
勤
手
当
は
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等

相
当
額
等
（
第
八
条
の
四
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
条
例
第
十
条
第
二

項
第
二
号
に
定
め
る
額
（
第
八
条
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
特

別
料
金
等
相
当
額
を
そ
の
支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
新
幹
線
鉄
道
等
が
二
以
上

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
合
計
額
）
の
合
計
額
（
第
二
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
「
一
箇

月
当
た
り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
が
十
五
万
円
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
通
勤

手
当
と
し
、
条
例
第
十
条
第
五
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
そ
の
者
の
当
該
通
勤

手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支
給
単
位
期
間
と
す
る
。
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第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
条
第
七
項
」
を
「
第
十
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
通
勤
手
当
又
は
条
例
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
通
勤

手
当
（
次
条
に
お
い
て
「
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当
」
と
い
う
。
）
に
係
る
条
例
第
十
条
第

七
項
」
を
「
条
例
第
十
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当

額
等
（
第
八
条
の
四
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
及

び
条
例
第
十
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
五
万

五
千
円
」
を
「
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
が
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
若

し
く
は
新
幹
線
鉄
道
等
（
」
を
「
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
（
」
に
、
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相

当
額
が
五
万
五
千
円
」
を
「
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤
手
当
算
出
基
礎
額
が
十
五
万
円
」
に
、
「
又
は

新
幹
線
鉄
道
等
」
を
「
及
び
新
幹
線
鉄
道
等
」
に
、
「
若
し
く
は
新
幹
線
鉄
道
等
に
」
を
「
及
び
新

幹
線
鉄
道
等
に
」
に
改
め
、
「
定
期
券
の
運
賃
等
」
の
下
に
「
及
び
特
別
料
金
等
」
を
加
え
、
同
項

第
二
号
中
「
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
の
相
当
額
等
が
五
万
五
千
円
」
を
「
一
箇
月
当
た
り
の
通
勤

手
当
算
出
基
礎
額
が
十
五
万
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
及
び
ハ
」
を
削
り
、
「
通
勤
手
当
の
額
を

支
給
単
位
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
」
を
「
十
五
万
円
」
に
、
「
か
ら
支
給
単
位
期
間
」
を

「
か
ら
支
給
単
位
期
間
等
」
に
、
「
若
し
く
は
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
「
払
戻
金
相
当
額
」
の
下

に
「
の
合
計
額
並
び
に
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
の
合
計
額
」
を
加
え
、
同
号
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を

ロ
と
し
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
条
第
七
項
」
を
「
第
十
条
第
六
項
」
に
、

「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
「
と
き
は
、
」
の
下
に
「
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
二
十
条
の
三
第
一
項
中
「
第
十
条
第
八
項
」
を
「
第
十
条
第
七
項
」
に
、
「
、
新
幹
線
鉄
道
等

又
は
橋
等
の
」
を
「
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
の
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
認
め
ら
れ
る
普
通
交
通

機
関
等
、
新
幹
線
鉄
道
等
又
は
橋
等
」
を
「
認
め
ら
れ
る
普
通
交
通
機
関
等
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
」

に
改
め
、
同
号
イ
中
「
、
新
幹
線
鉄
道
等
又
は
橋
等
」
を
「
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
」
に
、
「
に
係
る

通
勤
手
当
又
は
橋
等
」
を
「
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
」
に
、
「
又
は
橋
等
に
係
る
定
期
券
」
を

「
に
係
る
定
期
券
」
に
、
「
に
係
る
通
勤
手
当
又
は
当
該
橋
等
」
を
「
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金

等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
、
新
幹
線
鉄
道
等
若
し
く
は
橋
等
」
を
「
若
し
く
は
新
幹
線
鉄
道

等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
新
幹
線
鉄
道
等
又
は
橋
等
」
を
「
又
は
新
幹
線
鉄
道
等
」
に
改

め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
支
給
さ
れ
て
い
る
通
勤
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
引
き
続
き

職
員
（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
三
月
青
森
県
条
例

第
八
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
七
月

青
森
県
条
例
第
三
十
七
号
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第

十
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
運
賃
等
相
当
額
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
運
賃
等
相
当
額

と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
支
給
単
位
期
間
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
（
改
正
前
の
人
事
委
員
会
規
則

七
―
四
四
（
通
勤
手
当
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
規
則
七
―
四
四
」
と
い
う
。
）

第
八
条
の
四
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
係
る
も
の
を
除
き
、
二
以
上
の
普
通
交
通
機
関
等
（
改
正

前
の
規
則
七
―
四
四
第
六
条
に
規
定
す
る
普
通
交
通
機
関
等
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
合
計
額
。

以
下
「
改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。
）
及
び
改
正
前
の
給
与
条
例
第

十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額
（
改
正
前
の
規
則
七
―
四
四
第
八
条
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る

職
員
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
改
正
前
の
自
動
車
等
の
利
用
に
係
る
額
」
と
い
う
。
）
の
合

計
額
が
十
五
万
円
を
超
え
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
に
支
給
さ
れ
て
い
る
通
勤
手
当
の
う
ち
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
施
行
日
の
前
日
及
び
施
行
日
を
含
む
支
給
単
位
期
間
等
（
改
正
前
の
規
則

七
―
四
四
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
単
位
期
間
等
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一

普
通
交
通
機
関
等
に
係
る
通
勤
手
当
、
改
正
前
の
規
則
七
―
四
四
第
二
十
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
等
に
係
る
通
勤
手
当
及
び
改
正
前
の
給
与
条
例
第
十
条
第
一
項
第
二
号

に
規
定
す
る
自
動
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
（
改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び

改
正
前
の
自
動
車
等
の
利
用
に
係
る
額
の
合
計
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
場
合
の
も
の
に
限

る
。
）

二

改
正
前
の
給
与
条
例
第
十
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
橋
等
に
係
る
通
勤
手
当

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
通
勤
手
当
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ

る
通
勤
手
当
を
除
く
。
）
を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
に
は
、
当
該
通
勤
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る

間
の
各
月
に
お
い
て
、
改
正
前
の
一
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
及
び
改
正
前
の
自
動
車
等
の

利
用
に
係
る
額
の
合
計
額
か
ら
、
当
該
合
計
額
か
ら
五
万
五
千
円
を
減
じ
た
額
の
二
分
の
一
の
額

（
そ
の
額
が
二
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
万
円
）
を
五
万
五
千
円
に
加
算
し
た
額
を
減
じ
て
得

た
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
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を
、
支
給
単
位
期
間
を
一
箇
月
と
す
る
通
勤
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
小
学
校
の
表
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

別
表
第
一
の
共
同
調
理
場
の
表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
〇
（
福
祉
業
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
〇
（
福
祉
業
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
〇
（
福
祉
業
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
地
域
県
民
局
、
福
祉
事
務
所
、
」
を
削
り
、
「
あ
す
な
ろ
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
さ

わ
ら
び
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い
」
を
「
子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み

ら
い
、
福
祉
事
務
所
、
あ
す
な
ろ
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
さ
わ
ら
び
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
」
を
「
人

事
委
員
会
規
則
七
―
九
五
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
公
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脇
野
沢
小
学
校

三

厩

小

学

校

む
つ
市
脇
野
沢
瀬
野
川
目
八
五
の
二

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
厩
桃
ヶ
丘
一

脇
野
沢
小
学
校

む
つ
市
脇
野
沢
瀬
野
川
目
八
五
の
二

十
和
田
湖
小
学
校

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
湖
畔
宇

樽
部
四
二
〇

十
和
田
湖
小
学
校

三

厩

小

学

校

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
湖
畔
宇

樽
部
四
二
〇

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
厩
下
平
五
の

一

南
通
地
区
学
校
給
食
共

同
調
理
場

西
通
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー

む
つ
市
大
字
奥
内
字
江
豚
沢
一
の
二

む
つ
市
川
内
町
休
所
五
の
一

西
通
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー

む
つ
市
川
内
町
休
所
五
の
一



布
）
に
よ
る
改
正
前
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五
（
地
域
手
当
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧

規
則
七
―
九
五
」
と
い
う
。
）
別
表
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
「
（
同
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
公
署
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
条
例
第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
旧
規
則
七
―
九
五
第

三
条
の
規
定
に
よ
り
」
に
、
「
さ
れ
る
地
域
」
を
「
さ
れ
て
い
た
地
域
」
に
改
め
、
「
（
当
該
級
地

が
一
級
地
、
二
級
地
、
三
級
地
又
は
四
級
地
と
さ
れ
る
公
署
を
除
く
。
）
若
し
く
は
当
該
級
地
が
五

級
地
、
六
級
地
若
し
く
は
七
級
地
と
さ
れ
る
公
署
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
条
例
第
九
条
の
二

の
規
定
に
よ
る
」
を
「
旧
規
則
七
―
九
五
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
」
に
、
「
さ
れ
る
地
域
」
を
「
さ

れ
て
い
た
地
域
」
に
改
め
、
「
（
当
該
級
地
が
一
級
地
、
二
級
地
又
は
三
級
地
と
さ
れ
る
公
署
を
除

く
。
）
又
は
当
該
級
地
が
四
級
地
と
さ
れ
る
公
署
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
条
例
第
九
条
の
二

の
規
定
に
よ
る
」
を
「
旧
規
則
七
―
九
五
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
」
に
、
「
さ
れ
る
地
域
」
を
「
さ

れ
て
い
た
地
域
」
に
改
め
、
「
又
は
当
該
級
地
が
一
級
地
、
二
級
地
若
し
く
は
三
級
地
と
さ
れ
る
公

署
」
を
削
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
十
六
年
」
を
「
三
十
六
年
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
（
第
三
条
第
二
号
及
び
前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
十
五
年
。
以

下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
、
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て

は
」
及
び
「
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
十
五
年
」
を
削
る
。

別
表
第
一
中

「

を
」

「

に
」

改
め
る
。

別
表
第
二
中

「

を
」

「

に
」

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
の
事
務
部
局
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

組

織

職

区

分

知
事
の
事
務
部
局

本
庁
部
長

危
機
管
理
局
長

国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
局
長

会
計
管
理
者

二
類

本
庁
理
事

東
京
事
務
所
長

三
類

本
庁
部
次
長

水
産
局
長

危
機
管
理
局
次
長

国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
局
次
長

出
納
局
次
長

四
類

参
事

保
健
医
療
対
策
監

危
機
管
理
統
括
監

東
京
事
務
所
次
長

五
類
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円
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
37,500
30,000
22,500
15,000
7,500

円
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
67,000
64,000
61,000
58,000
55,000
52,000
49,000
46,000
44,000
42,000
40,000
38,000
36,000
34,000
32,000
30,000
28,000
27,000
26,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

円
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
26,300
21,000
15,800
10,500
5,300

円
49,000
49,000
49,000
49,000
49,000
49,000
49,000
49,000
49,000
49,000
46,900
44,800
42,700
40,600
38,500
36,400
34,300
32,200
30,800
29,400
28,000
26,600
25,200
23,800
22,400
21,000
19,600
18,900
18,200
17,500
17,500
17,500
17,500
17,500
17,500



地
域
連
携
事
務
所
長

福
祉
事
務
所
長
（
区
分
六
類
の
も
の
を
除
く
。
）

美
術
館
副
館
長

農
林
水
産
事
務
所
長
（
区
分
六
類
の
も
の
を
除
く
。
）

県
土
整
備
事
務
所
長
（
区
分
六
類
の
も
の
を
除
く
。
）

本
庁
課
長

知
事
公
室
長

本
庁
室
長

県
税
事
務
所
長

児
童
相
談
所
長

子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い
所
長

環
境
管
理
事
務
所
長
（
職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
七
級
の

も
の
に
限
る
。
）

保
健
所
長

福
祉
事
務
所
長
（
職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
七
級
の
も
の

に
限
る
。
）

衛
生
研
究
所
長

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
所
長

食
肉
衛
生
検
査
所
長

あ
す
な
ろ
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

あ
す
な
ろ
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
生
活
支
援
部
長

あ
す
な
ろ
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
診
療
部
長

さ
わ
ら
び
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

さ
わ
ら
び
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
生
活
支
援
部
長

さ
わ
ら
び
療
育
福
祉
セ
ン
タ
ー
診
療
部
長

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

高
等
技
術
専
門
校
長
（
区
分
八
類
の
も
の
を
除
く
。
）

八
戸
工
科
学
院
長

県
外
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長

農
林
水
産
事
務
所
長
（
職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
七
級
の

も
の
に
限
る
。
）

農
林
水
産
事
務
所
家
畜
保
健
衛
生
所
長
（
職
務
の
級
医
療

職
給
料
表
㈡
七
級
の
も
の
に
限
る
。
）

六
類

営
農
大
学
校
長

県
土
整
備
事
務
所
長
（
職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
七
級
の

も
の
に
限
る
。
）

県
土
整
備
事
務
所
港
管
理
所
長
（
職
務
の
級
行
政
職
給
料

表
七
級
の
も
の
に
限
る
。
）

西
北
県
土
整
備
事
務
所
鰺
ケ
沢
道
路
河
川
事
業
所
長

青
森
空
港
管
理
事
務
所
長

消
防
学
校
長

総
括
副
参
事

Ｉ
Ｔ
専
門
監

航
空
推
進
監

防
災
調
整
監

消
防
力
向
上
推
進
監

農
林
水
産
事
務
所
次
長
（
職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
七
級

の
も
の
に
限
る
。
）

県
土
整
備
事
務
所
次
長
（
職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
七
級

の
も
の
に
限
る
。
）

七
類

環
境
管
理
事
務
所
長
（
区
分
六
類
の
も
の
を
除
く
。
）

障
が
い
者
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長

高
等
技
術
専
門
校
長
（
職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
六
級
の

も
の
に
限
る
。
）

障
が
い
者
職
業
訓
練
校
長

農
林
水
産
事
務
所
家
畜
保
健
衛
生
所
長
（
区
分
六
類
の
も

の
を
除
く
。
）

農
林
水
産
事
務
所
水
産
事
務
所
長

県
土
整
備
事
務
所
港
管
理
所
長
（
区
分
六
類
の
も
の
を
除

く
。
）

原
子
力
セ
ン
タ
ー
所
長

八
類

本
庁
課
長
代
理

副
参
事

土
木
工
事
検
査
監

建
築
工
事
検
査
監

県
境
再
生
対
策
監

九
類
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津
波
防
災
地
域
づ
く
り
推
進
監

津
軽
港
利
用
促
進
監

県
税
事
務
所
次
長

中
央
児
童
相
談
所
次
長

保
健
所
次
長

福
祉
事
務
所
次
長

衛
生
研
究
所
次
長

食
肉
衛
生
検
査
所
次
長

食
肉
衛
生
検
査
所
支
所
長

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
次
長

精
神
保
健
医
長

高
等
技
術
専
門
校
教
頭
（
職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
六
級

の
も
の
に
限
る
。
）

生
涯
職
業
能
力
開
発
推
進
監

八
戸
工
科
学
院
副
学
院
長

県
外
情
報
セ
ン
タ
ー
次
長

美
術
統
括
監

農
林
水
産
事
務
所
次
長
（
区
分
七
類
の
も
の
を
除
く
。
）

農
林
水
産
事
務
所
農
業
普
及
振
興
室
長

農
林
水
産
事
務
所
水
産
事
務
所
副
所
長
（
職
務
の
級
行
政

職
給
料
表
六
級
の
も
の
に
限
る
。
）

畜
産
推
進
監

林
務
調
整
監

農
村
整
備
調
整
監

営
農
大
学
校
教
頭

県
土
整
備
事
務
所
次
長
（
区
分
七
類
の
も
の
を
除
く
。
）

駒
込
ダ
ム
建
設
推
進
監

む
つ
南
・
白
糠
バ
イ
パ
ス
整
備
推
進
監

青
森
空
港
管
理
事
務
所
次
長

消
防
学
校
副
校
長

原
子
力
セ
ン
タ
ー
次
長

病
害
虫
防
除
所
長

十
類

同
表
労
働
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

労
働
委
員
会
の
事

務
部
局

事
務
局
長

四
類

事
務
局
次
長

副
参
事

九
類

「

同
表
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
中
「
郷
土
館
長
」
を

に
」

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
任
期

付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
百
分

の
二
百
五
」
を
「
百
分
の
三
百
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
二
百
四
十
五
」
を
「
百
分
の
三
百
六
十

七
・
五
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
の
二
中
「
前
二
条
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
の
四
と
す
る
。

第
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
三

任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
成
績
率

は
、
当
該
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
上
位
の
段
階
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
優
秀
な
職
員

百
分
の
八
十
五
以
上
百
分
の
二
百
五
十
五
以
下
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三
内
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セ
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ー
所
長



二

直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
上
位
の
段
階
で
あ
る
職
員
の
う
ち
勤
務
成
績
が
良
好
な
職
員
並

び
に
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
中
位
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直
近

の
人
事
評
価
の
結
果
が
な
い
職
員
（
次
号
の
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

百
分

の
七
十
七
・
五

三

直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
が
下
位
の
段
階
で
あ
る
職
員
及
び
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期

間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け
た
職
員
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員

百
分
の
七
十

一
以
下

２

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二

項
中
「
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
三
（
衛
生
検
査
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
三
（
衛
生
検
査
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
三
（
衛
生
検
査
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
地
域
県
民
局
、
衛
生
研
究
所
」
を
「
青
森
県
青
森
環
境
管
理
事
務
所
、
衛
生
研
究

所
、
青
森
県
上
北
農
林
水
産
事
務
所
」
に
、
「
上
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
」
を
「
青
森
県

上
北
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
北
海
道
札
幌
市
の
項
中
「
七
級
地
」
を
「
五
級
地
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
多
賀
城
市
の
項

中
「
五
級
地
」
を
「
四
級
地
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
仙
台
市
の
項
中
「
六
級
地
」
を
「
四
級
地
」

に
改
め
、
同
表
福
岡
県
福
岡
市
の
項
中
「
五
級
地
」
を
「
四
級
地
」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
「
支
給

地
域
欄
」
を
「
地
域
欄
」
に
、
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
七
年
四
月
一
日
」
に
改
め

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
地
域
手
当
）

２

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年

七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号
）
第
九
条
の
二
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
地
域
は
、

改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五
（
地
域
手
当
）
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
別

表
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。

３

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
八

号
。
次
項
に
お
い
て
「
令
和
七
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
項
前
段
の
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
地
域
手
当
の
級
地
の
区
分
は
次
に
掲
げ
る
区
分
と
し
、
同
項
前
段
の
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
割
合
は
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

一

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
二
十

二

十
六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十
六

三

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十
五

四

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十
四

五

十
三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十
三

六

十
二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十
二

七

十
一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十
一

八

十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
十

九

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
九

十

八
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
八

十
一

七
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
七

十
二

六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
六
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十
三

五
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
五

十
四

四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
四

十
五

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
三

十
六

二
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
二

十
七

一
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

百
分
の
一

４

令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
前
段
の
地
域
手
当
の
級
地
は
、
附
則
別
表
に
定
め
る
と
お
り

と
す
る
。

（
雑
則
）

５

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
委

員
会
が
定
め
る
。

附
則
別
表
（
附
則
第
二
項
及
び
第
四
項
関
係
）

地

域

級

地

北
海
道
札
幌
市

三
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

宮
城
県
多
賀
城
市

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

宮
城
県
仙
台
市

七
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

東
京
都
特
別
区

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

愛
知
県
名
古
屋
市

十
四
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

大
阪
府
大
阪
市

十
六
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

福
岡
県
福
岡
市

九
パ
ー
セ
ン
ト
級
地

人
事
委
員
会
の
定
め
る
地
域

人
事
委
員
会
の
定
め
る
級
地

備
考

こ
の
表
の
地
域
欄
に
掲
げ
る
名
称
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
名
称
を

有
す
る
市
又
は
特
別
区
の
同
日
に
お
け
る
区
域
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
地
域
を
示
し
、
そ
の
後

に
お
け
る
そ
れ
ら
の
名
称
の
変
更
又
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
区
域
の
変
更
に

よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
八
（
家
畜
診
療
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
八
（
家
畜
診
療
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
八
（
家
畜
診
療
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
地
域
県
民
局
に
」
を
「
農
林
水
産
事
務
所
に
」
に
、
「
地
域
県
民
局
の
地
域
農
林
水

産
部
」
を
「
農
林
水
産
事
務
所
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
六
（
用
地
買
収
交
渉
等
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
六
（
用
地
買
収
交
渉
等
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
六
（
用
地
買
収
交
渉
等
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

農
林
水
産
事
務
所

第
二
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

県
土
整
備
事
務
所

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
九
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
九
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
九
（
住
居
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
条
例
第
八
条
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
で
同
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
者
に
限
る
」
を
「
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
他
に
生
計
の
途
が
な
く
主
と

し
て
当
該
職
員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
及
び
条
例
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を
い

う
」
に
改
め
、
「
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を

含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
四
条
中
「
第
五
条
第
三
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
た
者
か
ら
引
き
続
き
」

を
「
新
た
に
」
に
、
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の

地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
及
び
「
又
は
採
用
」
を
削
る
。

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
に
お
い
て
居
住
の
実
情
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。

第
六
条
第
一
項
中
「
よ
る
届
出
」
の
下
に
「
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
た
も
の
と

み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
欠
く
に
至
つ
た
日
」
の
下
に
「
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
「
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
む
つ
小
川
原
港
管
理
所
」
を
「
青
森
県
上
北
県
土

整
備
事
務
所
む
つ
小
川
原
港
管
理
所
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七
（
公
害
等
調
査
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七
（
公
害
等
調
査
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七
（
公
害
等
調
査
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
地
域
県
民
局
若
し
く
は
」
を
「
環
境
管
理
事
務
所
若
し
く
は
」
に
、
「
地
域

県
民
局
の
環
境
管
理
部
」
を
「
環
境
管
理
事
務
所
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
地
域
県
民
局
に
」

を
「
環
境
管
理
事
務
所
に
」
に
、
「
地
域
県
民
局
の
環
境
管
理
部
」
を
「
環
境
管
理
事
務
所
」
に
改

め
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
本
庁
環
境
保
全
課
」
を
「
本
庁
環
境
政
策
課
」
に
、
「
地
域
県
民
局
の
環
境

管
理
部
」
を
「
環
境
管
理
事
務
所
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
本
庁
環
境
政
策
課
若
し
く
は
本
庁

環
境
保
全
課
」
を
「
本
庁
資
源
循
環
推
進
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
三
三
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
三
三
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
三
三
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
五
九
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
五
九
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
五
九
（
単
身
赴
任
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い

が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

条
例
第
十
条
の
二
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
は
、
第
二
条
に

規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
と
す
る
。

第
五
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
（
以
下
「
事
由
発

生
」
を
「
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

六
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
又
は
公
益
的
法
人
等
へ

の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
九
号
）
第
二
条
第
三

項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
派
遣
か
ら
の
職
務
へ
の
復
帰
（
以
下
「
派
遣
か
ら
の
職
務
復
帰
」
に
、

「
当
該
事
由
発
生
」
を
「
当
該
派
遣
か
ら
の
職
務
復
帰
」
に
改
め
、
同
号
ア
か
ら
ウ
ま
で
を
削
り
、

同
項
第
七
号
中
「
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
」
を

「
新
た
に
」
に
、
「
事
由
発
生
」
を
「
派
遣
か
ら
の
職
務
復
帰
」
に
改
め
、
「
」
と
、
」
の
下
に

「
「
第
二
条
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
」
と
、
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
以
下
」
の
下
に
「
第
三
項
及
び
次
条
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
に
お
い
て
配
偶
者
等
と
の
別
居
の
状
況
等
を
認
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
要
し
な
い
。

第
八
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
欠
く
に
至
っ
た
日
」
の
下
に
「
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
）
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
五
九
（
単
身
赴
任
手
当
）
第
五
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定

は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
に
も
適
用

す
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

３

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
五
年
三
月

二
十
九
日
公
布
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
中
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
削
り
、
第
十
一
項
を
第
八
項
と
し
、
第
十
二
項
を
第
九
項

と
し
、
第
十
三
項
を
第
十
項
と
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

五
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の

前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
条

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員

特
別
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
が
し
た
同
号
の
勤
務
は
、
同
項
第

一
号
の
勤
務
と
み
な
す
。
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一

条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
項
第
二
号
の
勤
務

を
し
た
場
合

二

条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
項
第
一
号
の
勤
務

を
し
た
場
合

第
三
条
を
削
る
。

第
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
管
理
監
督
職
員
を
」
を
「
職
を
占
め

る
職
員
を
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を

定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
を
「
特
定
任
期
付
職
員
」
に
、
「
当
該
職
員
」
を
「
当
該
特
定
任
期
付

職
員
」
に
改
め
、
「
又
は
」
の
下
に
「
同
条
第
四
項
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
（
育
児
休
業
条

例
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
同
号
ア

中
「
第
七
条
第
三
項
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五

号
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
（
育
児
休
業
条
例
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
七
条

第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
又
は
」
の
下
に
「
同
条
第
六
項
（
育
児
休
業
条
例
第
十
五
条

（
育
児
休
業
条
例
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
」
を

加
え
、
同
号
ア
中
「
第
五
条
第
四
項
（
育
児
休
業
条
例
第
十
五
条
（
育
児
休
業
条
例
第
二
十
二
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を

「
第
五
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

条
例
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
）
と
す
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
管
理
監
督
職
員

次
に
掲
げ
る
当
該
管
理
監
督
職
員
の
占
め
る

職
に
係
る
規
則
七
―
六
七
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
額

ア

一
類
及
び
二
類

六
千
円

イ

三
類

五
千
五
百
円

ウ

四
類

五
千
円

エ

五
類

四
千
五
百
円

オ

六
類

四
千
三
百
円

カ

七
類

三
千
八
百
円

キ

八
類

三
千
五
百
円

ク

八
類
の
二
、
九
類
、
九
類
の
二
及
び
十
類

三
千
円

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
管
理
監
督
職
員

次
に
掲
げ
る
当
該
管
理
監
督
職

員
の
占
め
る
職
に
係
る
規
則
七
―
六
七
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額

ア

一
類
及
び
二
類

五
千
五
百
円

イ

三
類

五
千
円

ウ

四
類

四
千
五
百
円

エ

五
類

四
千
円

オ

六
類

三
千
八
百
円

カ

七
類

三
千
三
百
円

キ

八
類

三
千
円

ク

八
類
の
二
、
九
類
、
九
類
の
二
及
び
十
類

二
千
五
百
円

三

特
定
任
期
付
職
員

次
に
掲
げ
る
当
該
特
定
任
期
付
職
員
が
受
け
る
任
期
付
職
員
条
例
第
七

条
第
一
項
の
給
料
表
の
号
給
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額

ア

六
号
給
及
び
七
号
給
並
び
に
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額

六
千
円

イ

五
号
給

五
千
円

ウ

二
号
給
か
ら
四
号
給
ま
で

四
千
三
百
円

エ

一
号
給

三
千
五
百
円

四

任
期
付
研
究
員
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員

次

に
掲
げ
る
当
該
職
員
が
受
け
る
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
一
項
の
給
料
表
の
号
給
又
は
同

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

ア

六
号
給
及
び
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額

六
千
円

イ

四
号
給
及
び
五
号
給

五
千
円

ウ

二
号
給
及
び
三
号
給

四
千
三
百
円

エ

一
号
給

三
千
五
百
円

第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る
。

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
等
）

第
二
条

条
例
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
は
、
次
に
掲
げ
る
勤
務
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と
す
る
。

一

条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
勤
務
に
従
事
し
た
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場

合
の
勤
務
（
次
号
に
掲
げ
る
勤
務
を
除
く
。
）

二

任
期
付
職
員
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下

「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
任
命
権
者
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る

職
員
の
勤
務

附
則
第
二
項
中
「
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
」
に
、
「
第
二
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
五
年
三
月

二
十
九
日
公
布
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
項
中
「
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
六
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
六
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
六
（
扶
養
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
第
八
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
」
を
加
え
、

「
、
必
要
な
」
を
「
必
要
な
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情

に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

新
た
に
条
例
第
八
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
職
員
は
、
人
事
委
員
会

が
定
め
る
様
式
の
扶
養
親
族
届
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
任
命
権
者
（
そ
の
委
任
を
受
け
た

者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の

届
出
に
係
る
扶
養
親
族
の
恒
常
的
な
所
得
の
年
間
の
見
込
額
そ
の
他
の
扶
養
の
事
実
等
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
に
お
い
て
扶
養
の
事
実
等
を
認
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。

第
四
条
第
一
項
中
「
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
前
条
に

規
定
す
る
届
出
」
を
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し

た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
事
項
を
」
の
下
に
「
人
事
委
員
会
が
定
め
る
様
式
の
」
を
加
え
る
。

第
六
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
五
条
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
第
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
）

第
五
条

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
新
た
に
条
例
第
八
条
第
一
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す

る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る

月
）
か
ら
開
始
し
、
職
員
が
同
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
日
（
人
事
委
員
会
が
定
め

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
日
以
降
の
日
で
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
）

の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
っ
て

終
わ
る
。
た
だ
し
、
扶
養
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
、
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
届

出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す

る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

２

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
そ
の
月
額
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事

実
の
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る

月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
扶
養
手
当
の
月
額
を
増
額
し

て
改
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
の
読
替
え
）

２

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
二
中
「
条
例
第
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八
条
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令

和
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
八
号
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
（
以
下

「
読
替
え
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
の
級
が
行
政
職
給
料
表
の

九
級
以
上
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
」
と
、
第
二
条
、
第
二
条
の
二
、
第
三
条
第
一
項
、
第
五
条

第
一
項
及
び
第
六
条
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
読
替
え
後
の
条
例
」
と
す
る
。

（
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
の
職
員
に
相
当
す
る
職
員
）

３

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
八

号
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
の
級

が
行
政
職
給
料
表
の
八
級
以
上
に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、

第
一
条
の
二
及
び
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る
職
員
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
七
〇
（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
七
〇
（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
七
〇
（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

農
林
水
産
事
務
所

第
二
条
第
一
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

県
土
整
備
事
務
所

第
二
条
第
二
項
中
「
地
域
県
民
局
の
地
域
整
備
部
」
を
「
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
四
（
放
射
線
取
扱
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
四
（
放
射
線
取
扱
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
四
（
放
射
線
取
扱
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
、
地
域
県
民
局
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
号
中
「
、
地
域
県
民
局
長
（
規
則
七
―
六
七
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
区
分
が
四

類
の
も
の
を
除
く
。
）
」
及
び
「
、
水
産
局
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一
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人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
一
号
ア
中
「
第
六
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
六
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
三
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
と
す
る
。

第
六
条
の
五
第
一
項
第
四
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
」
を
加
え
る
。

第
六
条
の
十
一
第
二
項
第
二
号
中
「
、
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求

に
あ
っ
て
は
三
歳
に
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
あ
っ
て
は
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
十
五
号
中
「
看
護
」
を
「
看
護
等
」
に
、
「
又
は
疾
病
」
を
「
、
疾
病
」

に
、
「
を
行
う
」
を
「
若
し
く
は
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
二
十

条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
由
に

伴
う
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
又
は
そ
の
子
の
教
育
若
し
く
は
保
育
に
係
る
行
事
の
う
ち
人
事
委

員
会
が
定
め
る
も
の
へ
の
参
加
を
す
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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